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現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
な
い
人
や
、
小
学
校
５
・
６
年

生
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
は

手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
て
、

児
童
が
小
学
校
４
年
生
以
下
だ
け

で
あ
れ
ば
不
要
で
す
。
た
だ
し
、

転
出
・
転
入
を
す
る
場
合
は
必
要

に
な
り
ま
す
。（
下
図
参
照
）

　

対
象
年
齢
の
児
童
（
市
内
に
住

民
登
録
が
あ
る
児
童
の
み
）
が
い

る
家
庭
に
つ
い
て
は
、
５
月
末
ま

で
に
申
請
用
紙
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

改
正
に
伴
う
新
規
請
求
等
は
、

平
成
18
年
９
月
30
日
ま
で
に
受
け

付
け
た
場
合
に
限
り
、
特
例
的
に

４
月
１
日
（
ま
た
は
支
給
要
件
に

該
当
し
た
日
）
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
10
月
１
日
以
降
の
申

請
に
つ
い
て
は
、
申
請
し
た
月
の

翌
月
分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

※
小
学
校
４
年
生
以
下
の
児
童
を

養
育
し
て
い
て
、
現
在
児
童
手
当

を
受
給
し
て
い
な
い
場
合
は
、
申

請
用
紙
の
到
着
を
待
た
ず
に
、
至

急
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

制
度
改
正
前
か
ら
受
給
資
格
が

あ
り
、
申
請
を
し
て
い
な
か
っ
た

場
合
は
、
９
月
30
日
ま
で
の
申
請

で
あ
っ
て
も
申
請
し
た
月
の
翌
月

分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

　

児
童
手
当
を
受
給
す
る
に
は
、

保
護
者
か
ら
の
申
請
が
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
所
得
が
一
定
額
以
上

の
人
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
所

得
制
限
限
度
額
内
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
、
申
請
後
審
査
し
ま
す
。

持
参
す
る
も
の

・ 

認
定
請
求
書
ま
た
は
額
改
定
請

求
書
（
郵
送
さ
れ
た
人
の
み
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。）

・ 

印
鑑
（
ス
タ
ン
プ
印
は
不
可
）

・ 

本
人
確
認
で
き
る
も
の
（
運
転

免
許
証
・
健
康
保
険
証
等
）

※
認
定
請
求
書
や
額
改
定
請
求
書

の
ほ
か
に
「
児
童
手
当
用
所
得
証

明
書
（
平
成
17
年
度
・
18
年
度
）」

な
ど
の
添
付
書
類
が
必
要
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。



改　正　前 改　正　後

対象年齢

小学校第３学年修了前（９歳
到達後最初の３月31日までの
間にある児童）

小学校修了前（12歳到達後最
初の３月31日までの間にある
児童）
※平成６年４月２日以降に生
まれた児童

手当月額
第１・２子…5,000円　第３子以降…10,000円
※第○子とは養育する児童（18歳到達後最初の３月31日までの
間にある児童）の順番です。

所
得
制
限
限
度
額

扶養親族
等の数

自営業者
（国民年金加入者）

サラリーマン
（厚生年金等加入者）

自営業者
（国民年金加入者）

サラリーマン
（厚生年金等加入者）

０人 301万円 460万円 460万円 532万円
１人 339万円 498万円 498万円 570万円
２人 377万円 536万円 536万円 608万円
３人 415万円 574万円 574万円 646万円
４人 453万円 612万円 612万円 684万円
５人 491万円 650万円 650万円 722万円

６人以上 １人につき38万円（老人控除対象配偶者または老人扶養親族で
あるときは44万円）を加算
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現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
る
人
に
は
、
５
月
末
に
「
現
況

届
出
用
紙
」
を
郵
送
し
ま
す
。
６

月
に
な
っ
て
も
届
か
な
い
場
合
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
６

月
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
６
月
中
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
の
受
給
者
が

退
職
し
、
厚
生
年
金
等
の
加
入
者

で
な
く
な
っ
た
時
は
、
速
や
か
に

届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
が

遅
れ
る
と
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当

を
返
還
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
就
職
し
、
厚
生
年
金
等

に
加
入
し
た
時
は
あ
ら
た
め
て
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
児
童
と
別
居
す
る
こ
と
に
な
っ

た
な
ど
、
状
況
が
変
わ
っ
た
時
は

届
け
出
が
必
要
で
す
。

　

特
に
、
出
生
な
ど
に
よ
り
児
童

が
増
え
た
場
合
は
、
申
請
月
の
翌

月
分
か
ら
支
給
の
対
象
と
な
り
ま

す
の
で
、
手
続
き
が
遅
れ
な
い
よ

う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

児
童
手
当
の
ほ
か
に
、
次
の
手

当
が
あ
り
ま
す
。
児
童
手
当
と
重

複
し
て
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
、

認
定
さ
れ
れ
ば
、
申
請
月
の
翌
月

分
か
ら
支
給
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

◎
児
童
扶
養
手
当

対 

象
と
な
る
人　

離
婚
・
死
別
等

で
父
親
が
い
な
い
児
童
や
、
父

親
に
一
定
の
障
害
が
あ
る
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当

対 

象
と
な
る
人　

一
定
の
障
害
の

あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
人

＊
児
童
手
当
の
申
請
・
お
問
い
合

わ
せ
は
左
記
へ

★ 

子
育
て
支
援
課
☎
㉕
１
１
３
０

総
合
支
所
健
康
福
祉
課
☎
72
１

３
３
１
（
内
線
３
１
６
）

※扶養人数は税法上の控除対象配偶者および扶養親族数です。
※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある者について
の限度額は上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族１人につ
き６万円を加算した額。

◆
前
原
つ
ど
い
の
広
場

　
　

「
水
曜
ル
ン
ル
ン
タ
イ
ム
」

時
間　

午
前
10
時
〜
11
時

10
日　

絵
本
と
工
作

17
日　

親
子
体
操

24
日　

乳
幼
児
救
急
法
講
習
会

31
日　

 

誕
生
会
と
ビ
ニ
ー
ル
ボ
ー

ル
遊
び

☆
乳
幼
児
救
急
法
講
習
会

　

熱
中
症
な
ど
の
対
応
方
法
を
学

び
ま
す
。
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

時
間　

午
前
10
時
20
分
〜
11
時

講
師　

本
庄
南
分
署
救
急
救
命
士

◆
日
の
出
つ
ど
い
の
広
場

　
　

「
ひ
よ
っ
こ
」

時
間

午
前
10
時
45
分
〜
11
時
30
分

10
日　

粘
土
あ
そ
び

17
日　

作
っ
て
あ
そ
ぼ
う

24
日　

 

お
は
な
し
と
ブ
ロ
ッ
ク
あ

そ
び

31
日　

新
聞
紙
「
び
り
び
り
」

時
間　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

12
日
㈮　

日
の
出
つ
ど
い
の
広
場

22
日
㈪　

前
原
つ
ど
い
の
広
場

協 

力　

子
育
て
応
援
団
「
本
庄
び

す
け
っ
と
」
の
み
な
さ
ん

「つどいの広場」は、乳幼児の親子が気軽に集い、交流する場所です。保育士が
毎回手遊びや読み聞かせなどを行っています。開催日時は毎週月・水・金曜日の
午前９時から午後２時まで。また、水曜日には下記のとおり「遊びの講座」も開
催しています。申し込みは不要です。みなさん、お気軽にお越しください。

★前原つどいの広場（前原児童センター内） ☎㉑９８２０
★日の出つどいの広場（日の出児童センター内） ☎㉑０４２０

みんな、おいでよ！つどいの広場へ

５
月
の
遊
び
の
講
座（
毎
週
水
曜
日
）

子
育
て
サ
ロ
ン


